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「東北地方太平洋沖地震に伴う施工中の工事・建設関連業務 

の取扱い」の運用について（通知） 

 

 このことについて，平成２３年３月１６日付けで，「東北地方太平洋沖地震に伴う施

工中の工事・建設関連業務の取扱いについて」（出契第１０４８号農林水産部長・土木

部長・出納局長通知，以下「取扱通知」という。）を通知しているところですが，その

運用については下記により対応願います。 

 なお，「取扱通知」は東北地方太平洋沖地震による被災という特殊なものであること

から，出来高等の確認や支払いにおいて疑義が生じた場合，当課にご相談等をいただ

き，円滑な執行に努められたい。 

 また，「東北地方太平洋沖地震に伴う施工中の工事・建設関連業務の取扱いの運用に

ついて（平成２３年３月２８日付け事管号外 事業管理課長通知）は，本通知をもっ

て廃止します。 

 

１ 現在施工中の工事の取扱い 

  現在施工中の工事の取扱いは「取扱通知１」のとおりとするが，下記のフロー図を参

照とすること。 

 (1) 被災していない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今年度予算で部分払いをするためには，出来高確認を年度内にする必要がある。  

部分払い請求有り 部分払い請求無し

工事の中止（２か月程度）・予算の繰越手続

出来高確認

工事再開

部分払い

工事完成



※年度内に完成する工事，請負者との協議の結果当該工事を継続することの方が適切な

工事等は上のフローによらず，工事を継続することができることとする。 

 

(2) 被災した場合 

  ① 全損の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今年度予算で損害金を支払うためには，損害状況の確認を年度内にする必要がある。 

 

② 一部被災の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今年度予算で部分払いし，損害金を支払うためには，出来高確認及び損害状況の確

認を年度内にする必要がある。 

 

 

 

 

※損害状況の確認が年度内に可能であれば
工事の中止は不要

工事の中止（２か月程度）・予算の繰越手続

損害状況の確認

損害金の支払い

工事の打切り

部分払い・損害金請求有り 部分払い・損害金請求無し

工事の中止（２か月程度）・予算の繰越手続

出来高確認・損害状況確認

工事再開

工事完成

部分払い・損害金の支払い



２ 現在履行中の建設関連業務の取扱い 

  現在履行中の建設関連業務の取扱いは「取扱通知２」のとおりとするが，下記のフロ

ー図を参照とすること。 

 

 (1) 被災していない場合 

部分払い請求有り 部分払い請求無し

業務の中止（２か月程度）・予算の繰越手続

出来高確認

業務再開

部分払い

業務完成

 

※年度内に完成する業務，請負者との協議の結果当該業務を継続することの方が適切な

業務等は上のフローによらず，業務を継続することができることとする。 

※業務の出来高の確認については，業務計画書・履行状況等の資料により確認できるこ

ととする。 

 

(2) 被災した場合 

※損害状況の確認が年度内に可能であれば
業務の中止は不要

業務の中止（２か月程度）・予算の繰越手続

損害状況の確認

損害金の支払い

業務の打切り

 

 

 



３ 出来高の確認及び不可抗力による損害の確認について 

  出来高の確認は「取扱通知３」不可抗力による損害の確認は「取扱通知４」のとおり

とするが，いずれの確認についても，請負者，発注者ともに事務負担がかからないよう

に簡素化に努めること。 

 

４ 工事等の中止について 

  工事等の中止は「取扱通知５」のとおりとするが，請負者から請求があった場合には，

一時中止に伴う増加費用を発注者が負担する場合があることに留意すること。 

 

５ 施工中の工事の取扱いフロー 

  施工中の工事の取扱いは，別図１「東北地方太平洋沖地震に伴う施工中の工事の取扱

いフロー」も参考とすること。  

 

６ 損害金等の算出方法 

  損害金等の算出方法は，別図２「工事施工中等で「天災その他の不可抗力による損害」

を受けた工事における損害金等の算出作業イメージ」を参考とすること。 

 

担当：調整班   菊 地 

   技術企画班 大 宮・富 澤 
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別図－１ 東北地方太平洋沖地震に伴う施工中の工事の取扱いフロー（参考資料）
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※被災の規模
大：不可抗力の損害額が請負額
　　の1/100を越えた場合
小：不可抗力の損害額が請負額
　　の1/100以下の場合
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平成23年3月18日付け 平成23年3月18日付け

出納局契約課長通知（別紙1） 出納局契約課長通知（別紙1）

※被災分に相当する出来高が確認できない場合

一部損壊部の補修

※一部損壊：補修により対応可能

※全損：補修による対応が不可能

※本資料中の数値は参考例示

※工事請負契約書第29条5項（3）

（甲乙協議により必要な場合）

－ －

＝ ＝

注：請負代金額（税抜）は被災前の額 注：請負代金額（税抜）は被災前の額

被災内訳書

請負代金額（税抜）×1/100
（千円未満切り上げ）

損害払額（税抜）
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又は

1620
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工事施工中等で「天災その他の不可抗力による損害」を受けた工事における損害金等の算出作業イメージ　　　別図－２
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請負者提出資料の例（被災前）



請負者提出資料の例（被災後）





＜参考 工事請負契約書＞

（設計図書の変更）

第 条 甲は，前条第４項の規定によるほか，必要があると認めるときは，設計図書の変更内容を乙に通19

知して，設計図書を変更することができる。この場合において，甲は，必要があると認められるときは工

期若しくは請負代金額を変更し，又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

２ 前項の規定により設計図書を変更したときは，遅滞なく変更契約を締結しなければならない。ただし，

軽微な変更にあっては，工期の末日又は会計年度の末日までに変更契約を締結するものとする。

（工事の中止）

第 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風，豪雨，洪水，高潮，地震，地すべり，落盤，火20

災，騒乱，暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という ）であって乙の責に帰すこと。

ができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため，乙が工事を施

工できないと認められるときは，甲は，工事の中止内容を直ちに乙に通知して，工事の全部又は一部の施

工を一時中止させなければならない。

２ 甲は，前項の規定によるほか，必要があると認めるときは，工事の中止内容を乙に通知して，工事の全

部又は一部の施工を一時中止させることができる。

３ 甲は，前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において，必要があると認められるときは

工期若しくは請負代金額を変更し，又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者，建設機

械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損

害を及ぼしたときは，必要な費用を負担しなければならない。

（不可抗力による損害）

第 条 工事目的物の引渡し前に，天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては，当該基準を超える29

ものに限る ）で甲乙双方の責に帰すことができないもの（以下「不可抗力」という ）により，工事目的。 。

物，仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは，乙は，その

事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。

２ 甲は，前項の規定による通知を受けたときは，直ちに調査を行い，前項の損害（乙が善良な管理者の注

意義務を怠ったことに基づくもの及び第 条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部51

分を除く。以下本条において同じ ）の状況を確認し，その結果を乙に通知しなければならない。。

３ 乙は，前項の規定により損害の状況が確認されたときは，損害による費用の負担を甲に請求することが

できる。

４ 甲は，前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは，当該損害の額（工事目的



物，仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 条第２項，第 条第13 14

１項若しくは第２項又は第 条第３項の規定による検査，立会いその他乙の工事に関する記録等により38

確認することができるものに係る額に限る ）及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額（以。

下「損害合計額」という ）のうち請負代金額の 分の１を超える額を負担しなければならない。。 100

５ 損害の額は，次の各号に掲げる損害につき，それぞれ当該各号に定めるところにより，算定する。

( ) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし，残存価値がある場合1

にはその評価額を差し引いた額とする。

( ) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額と2

し，残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

( ) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められ3

るものについて，当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目

。 ， ，的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする ただし 修繕によりその機能を回復することができ

かつ，修繕費の額が上記の額より少額であるものについては，その修繕費の額とする。

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損害合計

額の負担については，第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と 「当該損害の取り片，

100付けに要する費用の額 とあるのは 損害の取り片付けに要する費用の額の累計 と 請負代金額の」 「 」 ，「

分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の 分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた100

額」として同項の規定を適用する。

（部分払）

第 条 乙は，工事の完成前に，出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある38

（ ，工場製品 第 条第２項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの13

監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る ）。

に相応する請負代金相当額の 分の９以内の額について，次項から第７項までに定めるところにより部10

分払を請求することができる。ただし，この請求は，工期中２回（中間前払金を請求したときは１回）を

超えることができない。

２ 乙は，部分払を請求しようとするときは，あらかじめ，当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入

済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を甲に請求しなければならない。

３ 甲は，前項の場合において，当該請求を受けた日から 日以内に，乙の立会いの上，設計図書に定め14

るところにより，前項の確認をするための検査を行い，当該確認の結果を乙に通知しなければならない。

この場合において，甲は，必要があると認められるときは，その理由を乙に通知して，出来形部分を最小

限度破壊して検査することができる。



４ 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，乙の負担とする。

， ， 。 ，５ 乙は 第３項の規定による確認があったときは 部分払を請求することができる この場合においては

甲は，当該請求を受けた日から 日以内に部分払金を支払わなければならない。14

６ 部分払金の額は，次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当額は，甲乙協議して

定める。ただし，甲が前項の請求を受けた日から 日以内に協議が整わない場合には，甲が定め，乙に10

通知する。

部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×｛９／１０－（前払金額＋中間前払金額）／請負代金額｝

７ 第５項の規定により部分払金の支払があった後，再度部分払の請求をする場合においては，第１項及び

前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を

控除した額」とするものとする。

第 条 甲は，工事が完成するまでの間は，第 条第１項，前条第１項及び第２項の規定によるほか，48 47

必要があるときは契約を解除することができる。

２ 甲は，前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは，その損害を賠償しなけ

ればならない。

（解除に伴う措置）

第 条 甲は，契約が解除された場合においては，出来形部分を検査の上，当該検査に合格した部分及び50

部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし，当該引渡しを受けたときは，当該引渡しを受

けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において，甲は，必要があ

， ， 。ると認められるときは その理由を乙に通知して 出来形部分を最小限度破壊して検査することができる

２ 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，乙の負担とする。

３ 第１項の場合において，第 条（第 条において準用する場合を含む ）の規定による前払金及び第35 41 。

条の２（第 条において準用する場合を含む ）の規定による中間前払金があったときは，当該前払35 41 。

金及び中間前払金の額（第 条及び第 条の規定による部分払をしているときは，その部分払において38 42

償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額）を第１項前段の出来形部分に相応する請負代金額から

控除する。この場合において，受領済みの前払金額及び中間前払金になお余剰があるときは，乙は，解除

が第 条及び第 条の２の規定によるときにあっては，その余剰額に前払金の支払の日又は中間前払金47 47

の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を，解3.1

除が第 条又は前条の規定によるときにあっては，その余剰額を甲に返還しなければならない。48

４ 乙は，契約が解除された場合において，支給材料があるときは，第１項の出来形部分の検査に合格した

部分に使用されているものを除き，甲に返還しなければならない。この場合において，当該支給材料が乙



の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき，又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使

用されているときは，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えてその損害を賠償しな

ければならない。

５ 乙は，契約が解除された場合において，貸与品があるときは，当該貸与品を甲に返還しなければならな

い。この場合において，当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは，代品を納め，若

しくは原状に復して返還し，又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

６ 乙は，契約が解除された場合において，工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料，建設機械器具，

仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ ）があ。

るときは，乙は，当該物件を撤去するとともに，工事用地等を修復し，取り片付けて，甲に明け渡さなけ

ればならない。

７ 前項の場合において，乙が正当な理由なく，相当の期間内に当該物件を撤去せず，又は工事用地等の修

復若しくは取り片付けを行わないときは，甲は，乙に代わって当該物件を処分し，工事用地等を修復若し

くは取り片付けを行うことができる。この場合においては，乙は，甲の処分又は修復若しくは取り片付け

について異議を申し出ることができず，また，甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担

しなければならない。

47８ 第４項前段及び第５項前段に規定する乙のとるべき措置の期限 方法等については 契約の解除が第， ，

条及び第 条の２の規定によるときは甲が定め，第 条又は前条の規定によるときは，乙が甲の意見を47 48

聴いて定めるものとし，第４項後段，第５項後段及び第６項に規定する乙のとるべき措置の期限，方法等

については，甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。


